
変更申請（実施計画のみの変更）の⼿続き  

 実施計画のみの変更の場合は、簡便な審査（＊）で審議を⾏います。 
 ⼿続きは以下のとおり。 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（＊）統⼀書式３ 変更審査依頼書 は電⼦申請システムよりダウンロードできます。 
 該当試験のプロジェクト詳細表⽰画⾯の下部の申請メニューにある「書式のダウンロードはこちらから」の 
リンクよりダウンロードできます。 
 

⾦沢⼤学臨床研究電⼦申請システムから「変更申請」

•①統⼀書式３ 変更審査依頼書（word）（＊）を作成

•②実施計画事項変更届書（省令様式第２）

•③実施計画（省令様式第１）
※②③jRCT⼊⼒・⼀時保存・pdfに出⼒
①②③を添付し申請してください。

簡便な審査による審査・承認

•審査結果通知書・特定臨床研究継続可否通知書の通知

東海北陸厚⽣局への届け出

•jRCT画⾯より、⼀時保存した②実施計画事項変更届書及び③実施計画を申
請 ※届出⽇は継続可否通知書の⽇付以降

•②実施計画事項変更届書及び③実施計画をpdf出⼒→臨床試験係に提出
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